
１ 聖籠町の子ども医療費助成事業  

 
○助成対象者 

聖籠町に住民登録がある０歳から中学３年生（１５歳に達した日以後の最初の

３月３１日まで）、ただし生活保護、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭

等医療費助成を受けている場合を除く 
 
○助成の内容 

健康保険各法に規定する療養に要した費用、指定訪問看護に要した費用から、

医療保険各法に規定する保険の給付を控除した額（自己負担額）から下表の一

部負担金を控除した額を助成 

 

種類 一部負担金 対象年齢 助成の受け方 
入院 １日１，２００円 ０歳～中学３年

生 
 

県内医療機関現

物給付 
県外受診や受給

者証を提示でき

なかった場合は

償還払（町の窓口

での払い戻し手

続き） 

食事療養費 なし（全額助成） 
標準負担額減額

認定証を持って

いる場合のみ 
通院（外来受診） １日５３０円 

医療機関ごと、同

じ月に２回目以

降は０円（全額助

成） 
調剤薬局 なし（全額助成） 

柔道整復師など １日５３０円 
施術所ごと、同じ

月に２回目以降

は０円（全額助

成） 
指定訪問看護 １日２５０円 

治療用装具 なし（全額助成） 償還払（町の窓口で

の払い戻し手続き） 
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２ 新潟県の子ども医療費助成事業  
 
助成対象者 

・通院の場合、出生した日から満３歳に達する月の月末まで 
・入院の場合、小学生以下（１２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで） 

ただし、いずれの場合も３人以上の子を有する保護者は対象児童が１８歳に

達する日以後の最初の３月３１日まで 
 
・助成の内容については、前記町の助成内容と同様 
・補助率は助成対象者のうち聖籠町が助成した金額の１/２ 
 
※平成28年度からは補助金から交付金化へ移行することにより幅広く活用でき

るよう改正予定 

○聖籠町と新潟県の医療費助成比較 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 町の助成範囲 
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３ 町の医療費助成事業の変遷  

年月日 助成内容 

H19.4.1 ～

H19.9.30 
●就学前：現物給付一部負担金 530 円 調剤薬局は 0 円 
●小学生：償還払い外来で 1 か月 3,000 円を超えた額を助成 

H19.10.1～ 県が第 3 子以上を就学前まで拡大   町の助成は変わらず 
H20.4.1～ 小学生の入院助成開始、中学生の通院助成開始 

●就学前：外来は 1 日 530 円（現物給付）、入院は 1 日 1,200 円（償還払い）

を超えた額を助成（調剤薬局は 0 円）。 
●小学生：償還払い。外来は 1 か月 3,000 円、入院は 1 日 1,200 円を超えた

額を助成。 
●中学生：償還払い。外来で 1 か月 3,000 円を超えた額を助成。※入院は制

度なし。 
H22.1.1～ 現物給付を小３まで拡大 

●～小３：外来は 1 日 530 円（現物給付）、入院は 1 日 1,200 円（償還払い）

を超えた額を助成（調剤薬局は 0 円）。 
●小 4～小 6：償還払い。外来は 1 か月 3,000 円、入院は 1 日 1,200 円を超

えた額を助成。 
H22.9.1～ 現物給付を小６まで拡大 

●～小学生：外来は 1 日 530 円（現物給付）、入院は 1 日 1,200 円（償還払

い）を超えた額を助成（調剤薬局は 0 円）。 
●中学生：償還払い。外来で 1 か月 3,000 円を超えた額を助成 

Ｈ24.9.1～ 中学生の入院助成開始 
●～中学生：外来は 1 日 530 円（現物給付）、入院は 1 日 1,200 円（現物給

付）を超えた額を助成（調剤薬局は 0 円）。 

Ｈ27.4.1～ 通院にかかる助成拡大 
●～中学生 2 回目～４回目の通院一部負担金助成（現物給付）   

1 回目のみ上限 530 円の自己負担が発生する。 
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４ 県内子どもの医療費助成事業実施状況 

 

  

子どもの医療費助成事業市町村実施状況 平成27年10月1日現在

一部負担金

右記以外の保護者の
場合

3人以上子どもを有
する保護者の場合

右記以外の保護者の
場合

3人以上子どもを有
する保護者の場合

新潟市 高校卒業まで 高校卒業まで 小学校卒業まで 高校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

村上市 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

関川村 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

粟島浦村 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

新発田市 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

阿賀野市 中学校卒業まで 高校卒業まで 中学校卒業まで 高校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

胎内市 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

聖籠町
有(一部負担は初回
診療のみ）

減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

五泉市 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

阿賀町 有
減額認定証

交付者のみ

減額認定証

交付者のみ
現物給付

三条市 小学校卒業まで 中学校卒業まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

加茂市 中学校卒業まで 高校卒業まで
通院：有
入院：全額補助

全対象者 全対象者 現物給付

燕市 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

弥彦村 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

田上町 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

長岡市 小学校卒業まで 中学校卒業まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

見附市 中学校卒業まで 高校卒業まで 中学校卒業まで 高校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

出雲崎町
0歳児：全額補助
1歳以降：有

減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

小千谷市 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

魚沼市
通院：有
入院：全額補助

減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

南魚沼市
入･通院0～4歳
：全額補助
他：有

減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

湯沢町 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

十日町市 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

津南町 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

柏崎市 有
減額認定証

交付者のみ

減額認定証

交付者のみ
現物給付

刈羽村 中学校卒業まで 高校卒業まで 中学校卒業まで 高校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

妙高市 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

上越市 有
減額認定証
交付者のみ

減額認定証
交付者のみ

現物給付

糸魚川市 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

佐渡市
通院：有
入院：全額補助

減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

（参考）
新潟県

小学校卒業まで 高校卒業まで 3歳未満 高校卒業まで 有
減額認定証
交付者のみ

なし 現物給付

※対象年齢が「18歳に達する年度の３月末日まで」の場合も、分かりやすい表現とするため「高校卒業まで」と記載しています。

高校卒業まで

中学校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

中学校卒業まで

高校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

対　　象　　年　　齢

中学校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

高校卒業まで

入院時食事療養費助成

支給方法

所
得

制
限

入　　　院 通　　　　　院
入院：1,200円/日
通院：530円/日
　(月4回まで）

0歳児 1歳以降

中学校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

中学校卒業まで

高校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

中学校卒業まで中学校卒業まで

なし

高校卒業まで 高校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

中学校卒業まで

高校卒業まで

高校卒業まで

中学校卒業まで 中学校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで

高校卒業まで 高校卒業まで
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５ 適正受診啓発事業の取り組み   

 ○下越地域救急医療検討分科会 

  救急医療の利用について地域住民へ必要な時以外は利用しないよう啓発等

をおこない救急医療体制を確保する。 

【組織】  

・新潟県立新発田病院救命救急センター センター長 

 ・医師会、救急告知病院、消防機関、行政機関（新潟県新発田地域振興局、 

新潟県村上地域振興局、４市１町、２村）で構成。 

下越地域管内（４市 1町２村 254,000 人 90,000 世帯）  

    

（１）地域内での取り組み 

① 地域住民への啓発リーフレットの作成 

 全世帯配布 

・Ｈ２７年度市町広報へ掲載 

 「救急医療への理解を」を市町広報紙へ掲載。 

各種セミナーで周知 

② 地域住民を対象としたセミナーの開催 

 

（２）聖籠町の取組 

①保健師の訪問事業で周知 

小児：乳幼児健診や 2か月児全数訪問事業で周知 

 保護者に対し、緊急性のない場合は休日や夜間の受診をせず診療時間内に

受診するよう周知し適正受診の啓発を行う。 

 （訪問時に小児救急医療相談リーフレットを配布） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 
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